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～9月1日は防災の日です～災害に備えましょう
　防災の日は、大正12年（1923年）9月1日に発生した関東大震災をきっかけに、その大惨事を忘れな
いように制定されました。
　地震や水害などの災害から、自分自身そして家族などのかけがえのない命を守るためには、安全な
場所への避難が大切です。しかしながら、新型コロナウイルス感染症への感染対策が求められるなか、
「避難所へ避難」することだけが避難ではありません。「自宅【在宅避難】」「親戚・知人宅」「ホテル・旅館」
「車中泊」など、状況に応じた避難先を事前に考えておきましょう。

ハザードマップ※で自分の家がどこにある
か確認し、印をつけてみましょう。

家がある場所に色が塗られていますか？

ご自身または一緒に避難する人は避難に時
間がかかりますか？

安全な場所に住んでいて身を寄せられる親
戚や知人はいますか？

安全な場所に住んでいて身を寄せられる親
戚や知人はいますか？

※浸水の危険があっても、次の①～③のど
れかにあてはまる場合は、自宅に留まり
安全確保をすることも可能です。

①洪水により家屋が倒壊または崩落してし
まうおそれの高い区域の外側である
②浸水する深さよりも高いところにいる
③浸水しても水がひくまで我慢できる、水・
食糧などの備えが十分にある

※土砂災害の危険があっても、十分堅牢な
マンションなどの上層階に住んでいる場
合は、自宅に留まり安全確保をすること
も可能です。

色が塗られていなくても、周りと比べて低
い土地や崖のそばなどにお住まいの人は、
町からの避難情報を参考に必要に応じて避
難してください。

※ハザードマップは浸水や土砂災害が発生す
るおそれの高い区域を着色した地図です。
着色されていないところでも災害が起こる
可能性があります。

警戒レベル3が出
たら、安全な親戚
や知人宅に避難し
ましょう。（日頃か
ら相談しておきま
しょう）

警戒レベル3が出
たら、町が指定し
ている指定緊急避
難場所に避難しま
しょう。

警戒レベル4が出
たら、安全な親戚
や知人宅に避難し
ましょう。（日頃か
ら相談しておきま
しょう）

警戒レベル4が出
たら、町が指定し
ている指定緊急避
難場所に避難しま
しょう。

総務課（☎内線２７４）

避難行動判定フロー【風水害】
あなたがとるべき避難行動は？

災害の危険があるので、原則として※、自宅
の外に避難が必要です。

はい

はい

はい いいえ はい いいえ

いいえ

いいえ

例外

※警戒レベルについては、6月号広報をご確認ください。



5 2020.9. 広報 

　災害時は危険な場所から避難するのが原則ですが、「避難場所・避難所」に多くの人が集中すると、密
閉・密集・密接（３密）の状態となり、新型コロナウイルスの感染が拡大してしまうおそれがあります。
　今後、災害が発生し、避難所などへ避難する場合、どのように避難すればよいか、どのようなことに
気を付ければよいのかを、今から考えておきましょう。

　水や食料、常用薬、ひざかけなどのいつもの非常持ち出し品
に加え、今後はマスクや除菌用品、スリッパなども必要になり
ます。
　また、避難所では定期的な検温をお願いするため、体温計を
忘れずにお持ちください。

　避難所に入る際には、職員による検温にご協力ください。
もし、発熱等がある場合は、すみやかに職員へ相談してください。
　また、避難所の中では、避難者同士の間隔【約２ｍ以上】を十分
にとったうえで、最大限換気しながら過ごします。ご協力をお願
いします。

　豪雨時の屋外の移動は、車も含め危険です。
　また、やむを得ず車中泊をする場合は、浸水しないように周
囲の状況など十分な安全確認をしましょう。
　エコノミークラス症候群【※】にも注意が必要です。

新型コロナウイルス感染症の
　　　 感染リスクを考慮した避難のポイント

車での避難や車中泊は
　　　　　　　　　十分な注意が必要

【※】エコノミークラス症候群とは・・・・食事や水分を十分に取らず、車の座席などせまい場所で長
時間動かないことで血行不良となる状態です。血栓（血のかたまり）が肺の血管をふさいでしまう
など、命にかかわる危険もあります。予防のため、こまめに水分をとり、積極的に車外に出て体を動
かしましょう。

避難所では、検温と
　　　　距離確保にご協力を

「非常用持ち出し品袋」にプラス
　　　　コロナ対策用品
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守ろうまちを　救おういのちを　深めよう絆を
あなたも　消防団で　活躍しませんか

▲ 斑鳩町消防団放水演習のようす
　（竜田川河畔にて）

住まいが災害などで被害を受けたときは、
　　　　　　まず写真で被害状況の記録を

被害状況の撮影方法【イメージ図】
①家の外の写真の撮り方 ②家の中の写真の撮り方

　災害などで住まいが被害を受けたときは、片付けや修理をする前に家の被害状況を撮影し、保存し
ておきましょう。これは、各種支援制度の利用や「り災証明書」の申請の際、また保険会社への損害保険
金の請求の際に役立ちます。

　斑鳩町消防団は、地域の安全・安心のため
に、消防防災の地域リーダーとして活動して
います。
　いつ発生するか分からない火災・地震・台
風などの災害が発生した場合に、消防署と協
力して消火・救出活動を行います。
　また、地域での火災予防啓発や定期的に訓
練を行って、非常時に備えています。
　あなたのチカラを地域のために生かして
みませんか。

〇資格　
　町在住または在勤の18歳以上の人
〇問合せ
　総務課（☎内線263・274）

～消防団新入団員募集～

★被害を受けた部屋・箇所は全て撮影しましょう。

①被災した
部屋ごとに
全景を撮影

②被害を受けた
箇所の全体が
わかるように

玄関

和室

台所

リビング

押入

浸水の高さが
わかるように

カメラ
スマホなどで
4方向から撮影
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●指定緊急避難場所

※

※福祉避難所にも指定

斑鳩町の避難所施設
　指定緊急避難場所とは、災害が発生または発生するおそれがある場合にその危険から逃れるた
めの施設で、災害種別ごとに指定しています。
　指定避難所とは、災害の危険性があり避難した人や、災害により家に戻れなくなった人が滞在
することができる施設です。
　なお、避難所施設は、災害から住民の安全を確保するため避難勧告などを行った場合または避
難を求める住民がいる場合に、その状況に応じて安全な施設を指定し、開設します。
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1 斑鳩町立斑鳩小学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 斑鳩町立斑鳩西小学校 ○ ○ ○ ○
3 斑鳩町立斑鳩東小学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 斑鳩町立斑鳩中学校 ○ ○ ○ ○ ○
5 斑鳩町立斑鳩南中学校 ○ ○ ○ ○
6 斑鳩町立斑鳩幼稚園 ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 斑鳩町立斑鳩西幼稚園 ○ ○ ○ ○
8 斑鳩町立斑鳩東幼稚園 ○ ○ ○ ○ ○ ○
9
10
11
12
13
14

20
19
18
17
16
15

斑鳩町立たつた保育園 ○ ○ ○ ○ ○ ○
斑鳩町立あわ保育園 ○ ○ ○ ○
斑鳩町中央体育館 ○ ○ ○ ○ ○ ○
斑鳩町中央公民館 ○ ○ ○ ○ ○ ○
斑鳩町西公民館 ○ ○ ○ ○ ○ ○
斑鳩町東公民館 ○ ○ ○ ○
奈良県立法隆寺国際高等学校 ○ ○ ○ ○
斑鳩町消防コミュニティセンター ○ ○ ○ ○ ○ ○
斑鳩町文化振興センター（いかるがホール） ○ ○ ○ ○
斑鳩町ふれあい交流センターいきいきの里 ○ ○ ○ ○ ○ ○
斑鳩町総合保健福祉会館（生き生きプラザ斑鳩） ○ ○ ○ ○
斑鳩町法隆寺五丁地区地域交流館 ○ ○ ○ ○ ○ ○

法隆寺南１-13 -46
神南2-4-25
法隆寺南2-11-5
龍田北1-20-1
目安北3-1-77
法隆寺南1-13-15
神南2-4-31
興留東1-1-16
龍田1-5-1
阿波3-5-33
龍田南1-1-61
龍田南2-2-43
龍田西4-2-25
興留5-5-28
高安2-1-1
龍田南5-7-47
興留10-6-43
法隆寺北1-13-15
小吉田1-12-35
法隆寺東1-4-6


